
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

行
政
相
談
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

　
行
政
相
談
と
は
、
道
路
や
河
川
の

整
備
、
税
金
、
年
金
、
そ
の
他
国
や

県
等
の
仕
事
に
対
す
る
苦
情
や
意

見
・
要
望
を
聴
き
、
そ
の
解
決
・
改

善
に
役
立
て
る
も
の
で
す
。
日
頃
、

身
近
な
と
こ
ろ
で
行
政
と
の
パ
イ
プ

役
と
し
て
相
談
を
受
け
活
躍
し
て
い

る
方
が
行
政
相
談
委
員
で
す
。
市
役

所
等
の
相
談
所
で
定
期
的
に
相
談
を

受
け
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

私
た
ち
の
街
の
行
政
相
談
委
員

須す
と
う藤

伸し
ん
い
ち一

氏
（
薗
部
町
三
丁
目
）

横よ
こ
く
ら倉

延の
ぶ
お男

氏
（
千
塚
町
）

福ふ
く
だ田

栄え
い
じ治
氏
（
大
平
町
西
水
代
）

毛け

塚づ
か

政ま
さ

宏ひ
ろ

氏
（
藤
岡
町
帯
刀
）

石い
し
づ
か塚

昌
し
ょ
う
へ
い平
氏
（
西
方
町
金
井
）

問
市
民
生
活
課　

  

☎
（21）
２
１
２
１

献
血
へ
の
ご
協
力
の
お
ね
が
い

日
時　
６
月
20
日
（
金
）　

受
付
時
間:

10
時
〜
11
時
45
分
、
13

時
〜
16
時

場
所　
市
役
所
本
庁
舎
３
階　
正
庁

対
象

16
歳
〜
69
歳
の
方
。た
だ
し
、

65
歳
以
上
の
方
に
つ
い
て
は
60
歳
〜

64
歳
に
献
血
経
験
が
あ
る
方
に
限
る

内
容　

４
０
０
㎖
献
血
ま
た
は

２
０
０
㎖
献
血
（
２
０
０
㎖
献
血
は

先
着
順
で
、
定
員
に
達
し
次
第
受
付

を
終
了
し
ま
す
）

所
要
時
間
30
〜
40
分
程
度
（
混
雑

状
況
に
よ
り
前
後
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
）

問
健
康
増
進
課  

☎
（25）
３
５
０
０

緊
急
地
震
速
報
訓
練

　
消
防
庁
と
気
象
庁
が
全
国
瞬
時
警

報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）
を
用

い
た
訓
練
を
全
国
で
一
斉
に
実
施
し

ま
す
。

訓
練
日
時

６
月
18
日（
水
）10
時
頃

放
送
さ
れ
る
機
器　
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ

ビ
の
Ｌ
字
放
送
（
テ
ロ
ッ
プ
が
流
れ

ま
す
）
※
気
象
・
地
震
活
動
の
状
況

等
に
よ
っ
て
は
、
訓
練
用
の
緊
急
地

震
速
報
の
配
信
を
急
き
ょ
中
止
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

問
危
機
管
理
課     

☎
（21）
２
５
５
１

高
齢
者
歯
科
口
腔
健
診

　
今
年
度
、
76
・
81
・
86
歳
に
な
る

方
を
対
象
に
、
歯
科
口
腔
健
診
（
集

団
健
診
・
個
別
健
診
）
を
実
施
し
ま

す
。（
対
象
者
に
は
、
５
月
下
旬
に

お
送
り
し
ま
す
け
ん
し
ん
パ
ス
ポ
ー

ト　
７
ペ
ー
ジ
に
受
診
券
が
印
字
し

て
あ
り
ま
す
）

費
用

無
料（
集
団
健
診
か
個
別
健
診

ど
ち
ら
か
１
つ
の
健
診
が
無
料
で
す
）

個
別
健
診

期
間
　
け
ん
し
ん
パ
ス
ポ
ー
ト
が
届

い
た
日
〜
令
和
８
年
３
月
31
日

内
容
　
歯
科
健
診
、
口
腔
機
能
検
査

申
込　
医
療
機
関
に
直
接
申
込
（
医

療
機
関
は
け
ん
し
ん
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク　

７
ペ
ー
ジ
に
記
載
）

な
が
い
き
歯
科
健
診
（
集
団
健
診
）

日
時　
①
10
月
23
日
（
木
）
14
時
〜　
　

②
11
月
12
日
（
水
）
９
時
〜

場
所　

栃
木
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
今
泉
町
２
丁
目
）

内
容　
歯
科
健
診
、口
腔
機
能
検
査
、

歯
科
指
導
、
栄
養
指
導

定
員　
各
回
24
人

申
込　
８
月
25
日
（
月
）
〜
９
月
19

日
（
金
）
に
電
話
に
て
申
込

問
保
険
年
金
課     

☎
（21）
２
１
３
６

巴
波
川
一
斉
清
掃
の
実
施

　
巴
波
川
一
斉
清
掃
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。
主
催:

栃
木
市
河
川

愛
護
会
／
協
力
団
体:

栃
木
市
建
設

業
関
連
団
体
連
絡
協
議
会

日
時　
６
月
28
日（
土
）７
時
〜
８
時

場
所　
蟹
田
橋（
大
町
）〜
新
橋（
河

合
町
）

問
栃
木
市
河
川
愛
護
会
事
務
局（
道

路
河
川
維
持
課
内
）
☎

（21）
２
４
０
２

６
月
は
不
法
投
棄
防
止
重
点
監
視
月
間

　
不
法
投
棄
は
、
私
た
ち
の
生
活
環

境
の
破
壊
に
つ
な
が
り
、
法
律
で
も

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
市
で
は
、
不

法
投
棄
禁
止
の
看
板
や
監
視
カ
メ
ラ

の
貸
出
、
不
法
投
棄
監
視
員
に
よ
る

巡
回
パ
ト
ロ
ー
ル
強
化
な
ど
の
対
策

を
行
っ
て
い
ま
す
。
不
法
投
棄
は
、

「
し
な
い
」「
さ
せ
な
い
」「
許
さ
な

い
」
と
い
う
意
識
を
持

ち
、
不
法
投
棄
を
根
絶

し
ま
し
ょ
う
。

問
ク
リ
ー
ン
推
進
課
☎

（31）
２
４
４
７

６
月
１
日
〜
７
日
は
水
道
週
間

透
き
通
る
誇
れ
る
水
に
感
謝
す
る

　
６
月
１
日
か
ら
７
日
ま
で
、
水
道

週
間
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
水
道
は
、

健
康
で
文
化
的
な
市
民
生
活
を
送
る

上
で
、
ま
た
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
（
生

命
線
）
と
し
て
も
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
て
も
大
切
な
も
の
で
す
。
蛇
口

か
ら
出
る
水
道
水
は
、
毎
日
消
毒
効

果
を
確
認
す
る
な
ど
衛
生
的
に
管
理

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
法
令
に
基

づ
く
水
質
基
準
検
査
や
放
射
性
物
質

の
検
査
を
定
期
的
に
行
い
、
安
全
性

を
確
認
し
て
い
ま
す
。
給
水
地
域
の

方
は
、
安
全
性
の
確
認
さ
れ
た
水
道

水
を
安
心
し
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

水
道
工
事
の
依
頼　
各
家
庭
の
給
水

装
置
は
、
使
用
者
の
管
理
責
任
と
な

り
ま
す
。
工
事
等
を
行
う
場
合
は
、

安
全
面
等
を
考
慮
し
必
ず
市
の
指
定

工
事
事
業
者
に
依
頼
し
、工
事
費
用・

工
法
等
を
確
認
し
て
契
約
し
て
く
だ

さ
い
。　

漏
水
事
故
に
つ
い
て
の
お
願
い　
道

路
に
埋
設
さ
れ
て
い
る
水
道
管
か
ら

水
道
水
が
漏
れ
て
い
る
箇
所
を
見
か

け
ま
し
た
ら
、
水
道
建
設
課
（
☎

（25）

２
１
１
６
）ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。　

問
上
下
水
道
総
務
課
☎

（25）
２
１
０
３

教
育
支
援
金
の
寄
附

        

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　

藤
岡
町
商
工
会
青
年
部
様
よ
り
、

藤
岡
小
学
校
へ
の
教
育
支
援
と
し
て

10
万
円
の
寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　
い
た
だ
い
た
寄
附
金
は
、
有
効
に

活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

問
学
校
施
設
課　

  

☎
（21）
２
４
６
３　

ラ
ン
チ
ョ
ン
マ
ッ
ト
の
寄
贈

       

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　
下
野
農
業
協
同
組
合
様
よ
り
、
栃

木
産
農
産
物
を
知
っ
て
健
や
か
に
成

長
し
て
ほ
し
い
と
、
市
内
全
小
学
校

の
新
入
学
児
童
へ
ラ
ン
チ
ョ
ン
マ
ッ

ト
１
，
０
８
７
枚
の
寄
贈
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　
い
た
だ
い
た
ラ
ン
チ
ョ
ン
マ
ッ
ト

は
、
給
食
の
際
に
使
用
し
、
食
育
の

推
進
の
た
め
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

問
保
健
給
食
課　

  

☎
（21）
２
４
８
０

栃木市の産業支援メニュー栃木市の産業支援メニュー
各産業分野の主な支援メニューの概要をご紹介します。各メニューの詳細、関連する補助制度については、市ホー
ムページもしくは各担当課までお問い合わせください。
問 ①～④：商工振興課　☎（21）2371　⑤：農業振興課　☎（21）2381　⑥：産業基盤整備課　☎（21）2376

①市制度融資
　中小企業者・小規模企業者の資金繰り円滑化のために、金融
機関および保証協会の協力を得て融資を行います。
※信用保証料は市が補助します
【融資メニュー／限度額／利率】
　①中小企業設備合理化資金／2,000万円／ 1.6 ～ 2.1％
　②中小企業経営安定資金／2,000万円／ 1.4 ～ 1.8％
　③小規模企業者資金／1,250万円／ 1.4・1.6％
　④中小企業緊急景気対策特別資金／1,000万円／ 1.0 ～
　　1.3％
　⑤中小企業創業資金／500万円／ 1.6％（一部優遇有）
【補助対象者】
　①②③④：市内で１年以上同一事業を営んでいる中小企業者
　　および小規模企業者
　⑤：市内において創業を予定している方、創業後１年未満の
　　25歳以上の中小企業者または事業転換・新分野進出等を
　　図る中小企業者

融資制度を利用したい　

④産業財産権取得補助事業
　中小企業が産業財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権）
を取得する際に必要な経費の一部を補助します。
【補助対象者】
　市内中小企業者
【補助対象経費】
　出願料、出願審査請求料、出願に関する弁理士への手数料
【補助金額】
　対象経費の1/2の額。ただし、特許権は50万円、実用新案
　権、意匠権および商標権は10万円を限度。

産業財産権を取得したい　

⑤新規就農サポート事業
新規就農者に対し、農業経営経費の一部を補助します。
【補助対象者】
　・市内在住者で、引き続き３年以上居住する方
　・市内で新規就農し、年間150日以上農業に従事し、農業
　　収入が主たる収入である方
　・新規就農時の年齢が50歳未満である方
　・申請日が新規就農日から３年以内である方　等
【補助対象経費】
　資材費、種苗費その他農業生産に係る経費や経営管理の合理
　化または高度化のために導入する機器に係る経費　等
【補助金額】
　対象経費の1/2以内の額（上限60万円）

新規就農したい

⑥立地奨励金
　立地操業後に、立地のために取得した土地・家屋・償却資産
にかかる固定資産税および都市計画税相当額を奨励金として交
付します。
【補助対象者】物品の製造、加工、修理、販売を行う施設、物流、
情報サービス、研究開発を行う施設およびデータセンター
【対象地域】①市内の産業団地、工業団地②用途地域③地域未
来投資促進法において定められた重点促進地域④それ以外の地
域（①②③の交付期間は５年、④の交付期間は２年）
【補助金額】上記交付期間内において上限10億円※その他、交付要件あり

企業立地に関する補助を受けたい

②中小企業介護相談員派遣事業
　「仕事と介護の両立」支援のため、中小企業を対象に介護に
関する相談員（社会福祉士、介護福祉士、ケアマネージャー等）
を無料で派遣し、個別相談会または研修会を開催します。
【対象者】
　市内に事務所または事業所がある中小企業者
　※介護相談員の派遣期間は、月１回、初回派遣日から１年間
　　を限度。

従業員の福祉を増進したい

③空き店舗活用促進事業
　新規開業者や中小企業者等が、補助対象区域内の空き店舗で
開業する際にかかる費用の一部を補助します。
【補助対象者】
　補助対象区域の空き店舗を利用し、小売業、飲食業、サービ
　ス業等を開業する方
【補助対象経費・補助金額】
　店舗改装費の1/2（上限 150万円）

市内で創業したい・出店したい
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